
市
は
、
福
祉
・
教
育
・
環
境
・
産
業
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
で
進
め
て
き
た
施
策
や
事
業
な
ど
の
取
り
組
み

に
対
す
る
市
民
の
み
な
さ
ん
の
満
足
度
・
重
要
度
を
お

聞
き
す
る
た
め
、
市
民
満
足
度
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

い
た
だ
い
た
回
答
を
集
計
し
ま
し
た
の
で
、
結
果
の

一
部
を
紹
介
し
ま
す
。
く
わ
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
＝
市
長
公
室
（
☎
６４
・
１
３
２
０
）

＜ 2＞＜ 3＞ 平成23年（2011年）7月1日平成23年（2011年）7月1日

市は、京田辺市地域自立支援協議会で、市民のみなさん
から広く意見を求めるための委員を公募します。
同会は、障がいのある人が地域でよりよい生活を送るた
め、障がいのある人が抱える課題や地域のネットワークの
構築について協議します。地域の一員として、これからの
福祉のために参加してみませんか。
対象＝市内に在住・通勤・通学する 18 歳以上で、平日
に開く会議（年 2回程度）に参加できる人
任期＝ 10 月から平成 25 年 3月まで
募集人数＝ 2人程度。報酬はありません
応募方法＝住所・氏名・年齢・性別・電話番号・職業・

作文（応募の動機と「私が考える障がいのある人が住みやす
いまちづくり」。800 字程度）を書いて、
持参・郵送してください
しめきり＝ 7月 29 日㈮（当日消印有効）
全員に選考結果をお知らせします。
応 募・ 問 合 せ 先 ＝ 障 害 福 祉 課

（〒 610-0393〈住所不要〉、☎ 64-1372）

市
は
、
犯
罪
被
害
者
な
ど
を

支
援
す
る
「（
仮
称
）
京
田
辺

市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
」

の
制
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

同
条
例
の
骨
子
（
案
）
に
対

し
、
み
な
さ
ん
か
ら
の
幅
広
い

意
見
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
＝
▼
市
内
に
在
住
・
通

勤
・
通
学
す
る
人
▼
市
内
に
事

務
所
・
事
業
所
な
ど
を
有
す
る

人
資
料
閲
覧
方
法
・
場
所
＝
▼

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
▼
市
内
公
共

施
設
（
市
役
所
４
階
安
心
ま
ち

づ
く
り
室
、
中
央
公
民
館
、
中

央
図
書
館
、
北
部
・
中
部
住
民

セ
ン
タ
ー
）

応
募
方
法
＝
電
子
メ
ー
ル
か

資
料
閲
覧
方
法
・
場
所
に
あ
る

意
見
募
集
用
紙
を
持
参
・
郵
送

し
て
く
だ
さ
い

し
め
き
り
＝
７
月
２１
日
㈭

応
募
・
問
合
せ
先
＝

安
心
ま
ち
づ
く
り
室

（
〒
６
１
０
・
０
３
９
３
〈
住

所
不
要
〉、
☎
６４
・
１
３
０
７
、

メ
ー
ル
ア
ド
レ
スanshin@

kyotanabe.jp

）

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
経
済
的
に
困

難
な
人
は
、
保
険
料
納
付
の
免
除
・
猶
予
制

度
が
あ
り
ま
す
（
任
意
加
入
者
を
除
く
）。

保
険
料
の
免
除
・
猶
予
を
受
け
ず
未
納
状

態
で
障
が
い
や
死
亡
な
ど
不
測

の
事
態
が
発
生
し
た
と
き
は
、
障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
継
続
承
認
以
外
は
、
毎
年

度
申
請
が
必
要
で
す
。
学
生
は
、

学
生
納
付
特
例
制
度
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

【
免
除
制
度
】

対
象
＝
２０
歳
以
上
６０
歳
未
満
の
人

内
容
＝
本
人
・
世
帯
主
・
配
偶

者
の
前
年
ま
た
は
前
々
年
の
所

得
を
基
準
と
し
、
一
定
額
以
下
の

場
合
に
、
保
険
料
の
全
額
・
４
分

の
３
・
半
額
・
４
分
の
１
を
免
除

し
ま
す

【
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
】

対
象
＝
３０
歳
未
満
の
人

内
容
＝
本
人
・
配
偶
者
の
前
年

ま
た
は
前
々
年
の
所
得
な
ど
を

基
準
に
審
査
し
ま
す
。
納
付
猶
予

の
期
間
は
、
年
金
額
に
反
映
し
ま
せ
ん

【
免
除
・
猶
予
の
承
認
期
間
】

申
請
日
の
年
度
（
平
成
２３
年
７
月
～
同
２４

年
６
月
）。
年
度
途
中
で
も
、
そ
の
年
度
の

７
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
承
認
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
事
故
や
病
気
で
障
が
い

が
残
っ
た
と
き
は
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

７
月
は
、
平
成
２２
年
度
の
申
請

も
受
け
付
け
ま
す
。

【
申
請
方
法
】

▼
年
金
手
帳
▼
印
鑑
▼
退
職

者
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職

票
か
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

（
写
し
可
）。
雇
用
保
険
未
加
入
者

は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
▼
平
成

２３
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し

た
人
は
、
同
年
１
月
１
日
に
住
ん

で
い
た
市
区
町
村
発
行
の
所
得
・

課
税
証
明
書
か
非
課
税
証
明
書

（
７
月
に
平
成
２２
年
度
の
申
請
を

す
る
場
合
は
、
同
２２
年
１
月
１
日

に
住
ん
で
い
た
市
区
町
村
発
行

の
も
の
）

な
お
、
平
成
２２
年
３
月
３１
日
以

降
の
失
業
が
理
由
の
と
き
は
、
退

職
者
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

か
離
職
票
（
退
職
辞
令
書
）
の
写

し
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

▼
市
民
年
金
課
（
☎
６４
・
１
３
３
３
）
▼
京
都
南

年
金
事
務
所
（
☎
０
７
５
・
６
４
３
・
２
５
４
７
）

市
は
、
市
民
が
死
亡
・
死
産
し
、
火
葬
許
可
を
受

け
て
火
葬
し
た
場
合
に
、
火
葬
料
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

補
助
金
額
＝
下
表
の
と
お
り
。
上
限
は
３
万
円

申
請
方
法
＝
火
葬
料
補
助
金
交
付
申
請
書
に
、
火

葬
許
可
証
（
写
し
）・
火
葬
料
の
領
収
書
（
写
し
）

を
添
え
、
火
葬
許
可
日
か
ら
６
カ
月
以
内
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い

補
助
金
は
振
り
込
み
ま
す
。
な
お
、
口
座
を
開
設

し
て
い
な
い
人
に
は
、
後
日
現
金
で
支
給
し
ま
す
。

申
請
・
問
合
せ
先
＝
環
境
課
（
☎
６４
・
１
３
６
６
）

市
は
、
特
定
年
齢
の
女
性
に
子
宮

頸
が
ん
検
診
・
乳
が
ん
検
診
無
料

ク
ー
ポ
ン
券
、
検
診
手
帳
を
郵
送
し

ま
し
た
。

が
ん
で
命
を
落
と
さ
な
い
た
め
に

は
、
早
期
に
発
見
し
治
療
す
る
こ
と

が
重
要
で
す
。
こ
の
機
会
に
が
ん
検

診
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

【
子
宮
頸
が
ん
検
診
】

対
象
＝
平
成
２３
年
４
月
２０
日
現

在
、
本
市
に
住
民
票
の
あ
る
次
の
女

性
▼
２０
歳
（
平
成
２
年
４
月
２
日
～

同
３
年
４
月
１
日
生
）
▼
２５
歳
（
昭

和
６０
年
４
月
２
日
～
同
６１
年
４
月
１

日
生
）
▼
３０
歳
（
昭
和
５５
年
４
月
２

日
～
同
５６
年
４
月
１
日
生
）
▼
３５
歳

（
昭
和
５０
年
４
月
２
日
～
同
５１
年
４

月
１
日
生
）
▼
４０
歳
（
昭
和
４５
年
４

月
２
日
～
同
４６
年
４
月
１
日
生
）

内
容
＝
問
診
・
内
診
・
細
胞
診

子
宮
体
が
ん
検
診
は
、
問
診
な
ど

で
必
要
と
診
断
さ
れ
た
人
に
行
い
ま

す
。【

乳
が
ん
検
診
】

対
象
＝
平
成
２３
年
４
月
２０
日
現

在
、
本
市
に
住
民
票
の
あ
る
次
の
女

性
▼
４０
歳
（
昭
和
４５
年
４
月
２
日
～

同
４６
年
４
月
１
日
生
）
▼
４５
歳
（
昭

和
４０
年
４
月
２
日
～
同
４１
年
４
月
１

日
生
）
▼
５０
歳
（
昭
和
３５
年
４
月
２

日
～
同
３６
年
４
月
１
日
生
）
▼
５５
歳

（
昭
和
３０
年
４
月
２
日
～
同
３１
年
４

月
１
日
生
）
▼
６０
歳
（
昭
和
２５
年
４

月
２
日
～
同
２６
年
４
月
１
日
生
）

内
容
＝
問
診
・
視
触
診
・
マ
ン
モ

グ
ラ
フ
ィ
ー

【
受
診
期
間
】

平
成
２４
年
２
月
２９
日
㈬
ま
で

▼
２４
時
間
営
業
し
て
い
る

コ
ン
ビ
ニ
な
ど
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
を

設
置
し
て
ほ
し
い

▼
子
育
て
す
る
母
親
が
交

流
し
た
り
、
子
ど
も
を
安
心

し
て
遊
ば
せ
た
り
で
き
る
広

場
の
整
備
を
し
て
ほ
し
い

▼
転
入
者
が
増
加
す
る

中
、
よ
り
地
域
へ
の
愛
着
や

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
活
性
化
さ

せ
る
取
り
組
み
を
進
め
て
ほ

し
い▼

土
・
日
曜
日
、
祝
日
に

山
手
幹
線
で
交
通
渋
滞
が
発

生
し
、
住
宅
の
中
を
抜
け
道

と
し
て
利
用
す
る
自
動
車
が

多
く
危
険

▼
公
園
を
子
ど
も
だ
け
で

な
く
高
齢
者
も
く
つ
ろ
げ
る

よ
う
に
、
遊
具
以
外
に
ベ
ン

チ
な
ど
も
整
備
し
て
ほ
し
い

▼
地
元
農
産
品
を
使
っ
た

郷
土
料
理
な
ど
の
レ
シ
ピ
本

が
あ
れ
ば
、
家
庭
で
の
地
産

地
消
に
つ
な
が
る
と
思
う

▼
外
国
人
観
光
客
の
誘
致

に
向
け
て
、
同
志
社
大
学
の

外
国
人
留
学
生
の
活
用
と
交

流
を
進
め
て
ほ
し
い

▼
市
民
の
健
康
志
向
が

高
ま
る
中
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
・

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が
で
き
る

コ
ー
ス
の
整
備
を
行
っ
て
ほ

し
い▼

行
政
改
革
に
取
り
組
ん

だ
成
果
を
市
民
に
分
か
り
や

す
く
数
値
に
し
、
報
告
し
て

ほ
し
い

▼
広
報
が
不
十
分
で
、
事

業
を
知
ら
な
か
っ
た

無
料
ク
ー
ポ
ン
・
検
診
手
帳
・
案

内
文
で
受
診
方
法
と
持
ち
物
な
ど
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

他
市
区
町
村
発
行
の
無
料
ク
ー
ポ

ン
を
持
ち
、
が
ん
検
診
実
施
期
間
中

に
本
市
に
転
入
し
た
人
や
市
の
無
料

ク
ー
ポ
ン
券
を
紛
失
し
た
人
は
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ク
ー
ポ
ン
券
を
忘
れ
た
場

合
は
、
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
先
】

健
康
衛
生
課
（
☎
６４
・
１
３
３
５
）

法律の改正により、日本脳炎予防接種の対象者が
拡大しました。
平成 7 年 6 月 1 日～同 19 年 4 月 1 日生まれで、
平成 17 年度～同 21 年度に積極的接種勧奨の差し
控えにより日本脳炎ワクチンの接種回数（1期は 3
回、2 期は 1 回）を十分受けていない人は、20 歳
になるまでに未接種分を無料で接種できます。
母子健康手帳などで接種状況を確認し、申し込ん
でください。
通常の接種間隔は、1期が生後 6カ月から 90 カ
月までに 3回（初回接種は 6～ 27 日の間隔で 2回、
追加接種は初回からおおむね１年後に 1回）、2期
が 9歳以上 13 歳未満で 1回です。
なお、今年度に 9・10 歳になる人で、1期に未接
種分がある人は、誕生月の翌月（4月生まれの人の
み翌々月）に案内を郵送します。
申込・問合せ先＝こども福祉課（☎ 64-1377）

調
査
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施

策
や
事
業
に
つ
い
て
、
ど
れ

く
ら
い
満
足
し
て
い
る
か
を

「
⑤
満
足
」「
④
お
お
む
ね
満

足
」「
③
ど
ち
ら
で
も
な
い
」

「
②
や
や
不
満
」「
①
不
満
」

の
選
択
肢
５
つ
か
ら
選
ん
で

も
ら
い
、
そ
の
結
果
を
５
点

満
点
で
採
点
し
各
施
策
の
ポ

イ
ン
ト
を
算
出
し
ま
し
た
。

調
査
の
結
果
、
全
項
目
の

満
足
度
の
平
均
は
「
④
お
お

む
ね
満
足
」
で
し
た
。
個
別

評
価
を
見
る
と
、施
策
２「
健

康
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま

ち
づ
く
り
」
が
満
足
度
・
重

要
度
と
も
に
最
も
高
く
評
価

さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
満
足

度
で
は
施
策
１３
「
商
工
業
の

振
興
に
よ
る
に
ぎ
わ
い
と
活

力
の
創
出
」
が
、
重
要
度
で

は
施
策
１４
「
同
志
社
大
学
の

持
つ
技
術
や
地
域
の
観
光

資
源
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く

り
」
が
最
も
低
い
評
価
と
な

り
ま
し
た
。

同
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
多

く
の
意
見
・
提
言
が
寄
せ
ら

れ
た
こ
と
か
ら
、「
お
お
む

ね
満
足
」
と
い
う
結
果
だ
け

で
、
市
民
の
満
足
度
を
判
断

す
る
の
は
不
十
分
と
考
え
ま

す
。
市
は
、
調
査
結
果
や
意

見
・
提
言
を
分
析
し
て
、
み

な
さ
ん
の
声
を
市
政
に
反
映

し
、
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
努
め

ま
す
。

ま
た
、
広
報
に
関
す
る
市

民
意
識
の
調
査
で
は
、
多

く
の
人
が
「
広
報
京
た
な

べ
」
か
ら
行
政
情
報
を
得
て

い
る
と
い
う
結
果
に
な
り
ま

し
た
。
情
報
の
電
子
化
が
進

む
中
、
高
齢
者
な
ど
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
利
用
に
慣
れ
な
い

人
に
も
、
行
政
情
報
が
伝
わ

る
広
報
・
広
聴
シ
ス
テ
ム
の

確
立
を
進
め
ま
す
。


